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浄化槽法定検査手数料規程 

 
一般社団法人栃木県浄化槽協会 

 
【法第 7 条検査（設置後等の水質検査）】 

 
１ 法第 7 条検査は、新たに設置された浄化槽について、使用開始後 3 ヶ月を

経過したときから 5 ヶ月の間に行うことになっており、浄化槽が適正に施工

され、所期の機能を発揮しているか否かを早期に確認するために、県知事が指

定した検査機関（指定検査機関）が検査を行っている。 
２ 法第 7 条検査の手続きについては、栃木県では浄化槽工事業者に委託して

行うこととしており、浄化槽の設置に係る関係書類として、建築確認申請又は

設置の届出に「法 7 条検査依頼書」の写しを添付しなければならないとして

いる。 
３ 法第 7 条検査の項目は、浄化槽の設置及び維持管理の状況についての「外

観検査」、放流水等についての「水質検査」、浄化槽の保守点検及び清掃の実施

状況等についての「書類検査」であり、当協会（指定検査機関）の検査員が当

該浄化槽の設置場所に赴き検査（水質検査の生物化学的酸素要求量は協会検

査室に搬入して測定）を行っている。 
 （１）外観検査 
   ア設置状況 イ設備の稼働状況  ウ水の流れの状況  エ使用の状況 
   オ悪臭の発生の状況 カ消毒の実施状況 キ蚊、ハエ等の発生状況 
 （２）水質調査 
   ア水素イオン濃度 イ汚泥沈降率 ウ溶存酸素量 エ透視度 
   オ残留塩素濃度 カ生物化学的酸素要求量 
 （３）書類検査 
   ア 使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置さ

れているか否か等について判断 
 
４ 上記検査を実施するために要する経費を算定し、検査料金は次のとおりと 
 する。（非課税） 

 浄化槽の大きさ 7 条 検 査 料 金 

 ５０人槽以下 １１，０００円 

 ５１～５００人槽 １８，０００円 

 ５０１人槽以上 ３４，０００円 
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【法第１１条検査】 

 
１ 法第１１条検査は、浄化槽が適正な維持管理により、所期の処理機能が確

保されているかに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心として、次の項目

について毎年一回、指定検査機関が定期的に実施している。 

 
２ 平成７年６月厚生省通知（現環境省）により、第１１条検査の効率的な推

進等を図る趣旨で、検査項目、検査方法等の一部改正があり、この改正の趣

旨に添って第１１条検査に生物化学的酸素要求量（BOD）を導入した場合に

は、他の検査項目の一部を軽減できることとなった。これを受け、栃木県に

おいては平成１５年１１月に環境省との協議を終え、新たな方法「栃木方式 
 １１条検査」による検査を平成１６年４月から実施している。 

 
３ 栃木方式１１条検査は、「浄化槽法１１条に基づく水質に関する検査の推

進要領」により行われており、検査は「外観検査」、「書類検査」のほか、水

質検査の項目は BOD 及び残留塩素としている。（ただし、既存の単独処理浄

化槽については、塩化物イオン濃度をこれに付加する。） また、BOD 検体

の採水は協会の職員又は協会が指定する「指定採水員」が行うこととしてお

り、 
 BOD の測定は協会又は協会が委託する「環境計量証明事業所」にて実施し

て 
 いる。検査結果が連続して「不適正」と判断された浄化槽については、直ち

に協会の検査員が全項目検査を行い、市町に報告するとともに改善のための

助言を行っている。 

 
４ 上記方法で検査を実施するために要する経費を算定し、「栃木方式１１条

検査」料金は浄化槽の規模に関わらず一律４，３００円（非課税）とし、保

守点検業務との一括契約とする。 

 
附則 
１．この規程は、２００４年４月１日から適用する。 
附則 
１．２０１９年１０月１日改定。 
２．この規程は、２０２０年４月１日から適用する。 
附則 
１．２０２５年１０月１日改定。 
２．この規程は、２０２６年４月１日から適用する。 

 


